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１ 平成 21 年度の介護保険運営協議会の進め方について 

 
 
平成２１年度会議運営方針（案） 

 
(1) 開催日程等について 

  ① 開催日程については、あらかじめ年間スケジュールを確定したうえで、進め

ていくこととする。（５回開催予定） 
  ② 地域密着型サービス部会も同日開催とする。 
 

(2) 資料の事前送付等について 
  ① 会議資料は、２週間程度前、遅くとも会議の１週間程度前までに各委員に事

前送付することを原則とする。 
② 事前配布資料の内容についての質問及び確認等については、委員からの照会
（ファックス等）を受け、回答することとする。 

  ③ 事前配布資料については、原則会議当日の事務局説明を省き、委員間の実質

的な協議の時間の確保に努めるものとする。 
 
(3) 会議内容（議事）について 

  ① 地域包括支援センターの運営状況については、定期的に業務状況を報告する

とともに、その都度当該センター職員の会議出席を求めるものとする。 
  ② その他今年度議論すべき事項については、別途協議事項で決定した内容に基

づき、会議運営を進めていくこととする。 
※なお、緊急に議論すべき内容が発生した場合には、議事内容を変更する場合もある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 平成２１年度の協議事項及び開催スケジュール（案）について 

 
 (1) 計画の進行管理について 

○ 第５次計画期間において、特に重点的に対応すべきものとして位置づけてい

る「最重点施策」については、各施策の推進状況等に関する報告を受けながら、

進行管理を行っていくものとする。 
  ○ その他、計画の進行管理のために必要な案件については、委員等からの提案

を基に適宜会議の中で決定し、協議していくものとする。 
○ また、高齢者の状況、要介護（支援）認定の状況、一般高齢者サービスの利

用状況、地域包括支援センターの運営状況等については、従前の通り資料配布

による報告を受けながら、進行管理を行っていく。 
  

 (2) 地域包括支援センター運営に係る進行管理について 
○ 地域包括支援センターの管理運営については、介護サービスの利用者、第１

号若しくは第２号被保険者、学識経験者、地域団体からなる、地域包括支援セ

ンター運営協議会（介護保険法施行規則第 140条の 57第３項、４項に規定）
の意見を踏まえて、公正、中立な運営を確保することとされており、本市にお

いては、当該協議会を介護保険運営協議会の機能として位置付けている。 
○ 「地域包括支援センターの機能の充実」は、第５次計画の「最重要施策」の

ひとつとして位置づけていることから、当該センターの管理運営状況について

は、上記⑴の配布資料における「介護予防ケアプランの作成実績」及び「虐待・

権利擁護に関する相談件数」の報告のほか、今年度の地域包括支援センターに

係る事業計画及び実績等についても、適時報告・協議を行いながら、進行管理

を行っていくものとする。 
    
 (3) 地域密着型サービス部会の開催及び報告について 

○ 介護保険法第 42 条の２第５項、第 78 条の２第６項、第 78 条の４第５項、
（地域密着型サービス費の額、事業者の指定、従業者、設備基準）にあたって

は、「あらかじめ、介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及

び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければ

ならない」とされており、これに基づき、運営委員会を設置することとなって

おり、これまで介護保険運営協議会委員の中から６名を会長の指名により選出

し、開催してきたところである。 
○ 今年度のサービス部会委員については、運営協議会の委員に改選・変更がな

いことから、新委員の選任は行わず、昨年度からの継続とする。 
   ○ また、今年度の地域密着型サービス部会における協議内容等については、適

時部会から報告を受けていくものとする。 



（差し替え版）

日時 場所 議事（案）

◎　地域密着型サービス部会

◎　介護保険運営協議会

　・平成２１年度の介護保険運営協議会の進め方について

　・平成２１年度の協議事項及び開催スケジュール（案）について

◎　地域密着型サービス部会

◎　介護保険運営協議会

　・最重点施策の進捗状況について（地域見守りネットワークの構築について）

　・平成２１年度地域包括支援センター事業計画について

　・要介護認定の状況について

◎　地域密着型サービス部会

◎　介護保険運営協議会

　・最重点施策の進捗状況について

　・地域密着型サービス部会報告について

◎　地域密着型サービス部会

◎　介護保険運営協議会

　・最重点施策の進捗状況について

◎　地域密着型サービス部会

◎　介護保険運営協議会

　・最重点施策の進捗状況について

　・平成２１年度地域包括支援センター実績報告について

　・地域密着型サービス部会報告について

※第５回運営協議会及び部会の開催日・開催場所の変更

　平成21年度いわき市介護保険運営協議会開催スケジュール（案）について

第
１
回

市役所　３階
第３会議室

総合保健福
祉センター

総合保健福
祉センター

市役所　３階
第３会議室

市役所　８階
第８会議室

※
　
第
５
回

第
３
回

第
２
回

第
４
回

５月２０日（水）
部会：１４時～
協議会：１５時～

１２月１６日（水）
部会：１４時～
協議会：１５時～

２月１０日（水）
部会：１４時～
協議会：１５時～

７月１５日（水）
部会：１４時～
協議会：１５時～

１０月２１日（水）
部会：１４時～
協議会：１５時～
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